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新型インフルエンザ等対策有識者会議

社会機能に関する分科会 (第 3回 )

議 事 次 第

日時:平成 24年 10月 17日 (水)1■ 00～ 17Ю0

場所:内閣府本府仮庁舎講堂

1:開会

2.議事        ｀

(1)ヒアリング F新型インフルエンザワクチンと医療倫理」

(東京大学医学系研究科 医療倫理学分野 赤林 朗教授)

(2)新型インフルエンザ発生時の社会情勢

(3)指定 (地方)公共機関の指定基準

(4)特定接種対象者の選定基準

―公益性の観点からの特定接種対象者の考え方
―特定接種対象者 (医療関係者)の考え方

(5)その他

3.閉会

【配布資料】

資料1 「ワクチン配分の倫理」(赤林教授ご提出資料)

資料2 新型インフルエンザ発生時の社会情勢

資料3 指定 (地方)公共機関について

資料4-1 特定接種対象者 (国民生活・国民経済の安定に寄与する事業者)について

資料4-2 特定接種対象者 (医療関係者)について

松井委員提出資料

参考資料 1 社会機能に関する分科会 (第 2回 )における主なご意見

参考資料2 医療機関内における新型インフルエンザワクチン接種順位の考え方につ

いて



ワクチン配分の倫理

赤林朗、児玉聡

東京大学大学院医学系研究科

医療倫理学分野

2012寺珂0月 17日

医療倫理学とは

・ 生命・医療倫理にかかわる倫理的・法

的・社会的諸問題の論点を整理し、議論
の枠組みを示すことを目的とする学問



資源配分が問題になるとき

・ 資源配分が問題になる状況

―資源(財)の希少性

―資源の獲得をめぐる競争

資源配分が問題になるとき :

古典的ケース

救命ボート状況
― みなが救命ボートに乗りたがつている

―が、ボートの大きさは限られごЪり、みなが乗れ
るほど大きくない

どのように配分すれば
よいか ?

α  us.7施加es(1842)

一赤林朗編『入門医療倫理:』勁草書房288-289頁参照  ~



医療資源の希少性と

配分の必要性
・ 例 :!CUのベッド、移植臓器、パンデミック時の

ワクチンなど

・ 希少性にどう対応するか?
1.供給を増やして希少性を解消する(パイの拡大 }

・ ワクチン製造量を増やすなど

2.一定のルールに従つて、配分を行う

→どういう配分のルールを用いるか

どの配分ルールを選ぶのが公正か?

配分ルールの候補
…社会秩序原則

―最大救命原則

―最大生存年原則

T最大QALY原則

―ライフサイクル原則

…その他(待機期間原則など)



■

どの配分ルァルを選ぶのが公正か?

・ 配分の事例によって異なる

―トリアージ{最大救命原則)

一移植臓器(待機期間原則等)

一ワクチン配分{???)

・ 配分の目的を明確化し、それに応じた

配分ル
ニ
ル(優先順位)を決めることが重要

前回HlNlワクチン配分の倫理
日本における2009年 8月 時点での議論の枠組み

・ さまざまな目的(感染者を減らす、経済効率を
下げない等)がありうる

・現時点での接種目的

―重症化予防、死亡を減らすこと



前回HlNlワクチン配分の倫理
日本における2009年 8月 時点での議論の枠組み

0「われわれ(ハイリスク群あるいは若年成人}より
も、子どもを優先すべきではないか」という意見

←「次世代の社会の継続」という目的である

(鳥インフルエンザのような強毒性の流行とは異なる)

←今回の目的(重症化予防、死亡を減らすこと)に合致

しない

今回のワクチン配分の倫理

・ 強毒性のインフルエンザ流行を想定
。ただし、どういう具体的特徴(どの年齢が重症化しやすいな

ど)を持つかは不明

・考慮すべき配分ルールの候補
―社会秩序原則

―最大救命原則 OR最大生存年原則

―ライフサイクル原則

10



社会秩序原則

社会活動の混乱を最小化することを目指す

・ 医療や治安等の維持を通じて多くの人命を助けることを

容易にする

最大救命原則

インフルエンザによる死亡数の最小化を目指す

・ 可能なかぎり多くの人命を助ける

・ 命の重さの比較をしない



最大生存年原則

・ 失われる生存年数の最小化を目指す

。予後のよい人、若者ほど優先される

ライフサイクル原則

・ 人生の諸段階を全うする機会を平等にする

・ 若者の早逝を回避することが重視される

13



目的1.人 を々平等に扱う

ルール1くじびき 織兵鋼、入試、ワクチン 不正が生じにくい.償人情報がほぼ不
要

他の重要な考慮事項を経視

ルール2待機順 にUベッド、臓器移植 従来の医師患者目係を守る、国人情報
がほぼ不要

全綺ら,権力者、コネがある人を優
先
他の■要な考慮事項を軽視

目的2.最も不遇な人を優先する

ルール3●症者 散命病棟.臓鵬移植 今苦しんでいる人を助ける、一時的な
希少性において有効寺

予後の不正評価、今後病気になる人
を軽視.予後が悪くなつてから助ける
ことに等

ルー′И 若者 米国新型インフルワクチン接糧順位
案(新 }

誰もが望まない早世を回通 宋威年の申でも乳幼児を一番優先す
ること:こ

目的3利益の総量を最大化する

ルール5死亡数最小化 米国新型インフルワクチン機種順位
案

“

日)、
パイオテロ対策、災書時トリ

アージ

多くの人命を助ける、命の■さの比較を
しない

他の■要な考慮事項を経視

ルール6予後・生存年最大
化{治燎後に長生きできそう
な人を優先〕

従来の戦争時トリアージ{予後)、 災害
時トリアージ{生存年)

生存年を最大化する 他の■要な考慮事項を軽視、健康な
人はど優先される

目的4社会に貢献している人を奨励するか、報いる

ルール7他の目的違咸促
進

米国新型インフルワクチン機種H位
案(新・:日 )、 ワクチン製造彙者など

今後、他の重要な目的を違咸するのに
役立つ

不正の可能性、饉薇=―ズと手離す
る可能性

ルール8貢献に報いる ―部の臓暑提供のルール 過去.重要な目的を違咸した人に報い
る

不正の可能性、医療ニーズと手離す
る可能性、プライバシーに立ね入る

Persad,G,Werthe;meら 、 Emanuet O.P“ ndples for all● catlon ol scarce medica:intervemons.Lancet 2∞,373423‐ 31-部改吏

資源配分の目的と配分のルール

資源配分の目的と配分のルール

配分システムの社会的コンセンサスの確保

0-般市民が配分システムを公平とみなさないと、協力が得られない。そのためには、

・ 一般市民が理解できるものであること

・ 一般市民に容易に入手できるものであること
・ 公開の議論を経たものであること

・ 改訂可能なものであること

・ 不正がなされにくいものであること
が必要。
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すべてのルールを組み合わせることが
でき、柔軟である

待機順、病状が最も思い者は、必
ずしも望ましいルールとは言えな
い、予後をもっと重視すべき、複

数施設に登録したり、健康状態を
不正評優するなど不正の余地、

複数臓暑移植を認めることで、敦
える人命が減る

UNOS{米国臓器移
植ネットワーク)の
点数制度

待機顧、病状が最も思い者、予後

青少年の死の方が、乳幼児や高齢書
の死よりも思いという直観に合数、人生
のすべての段階を経験するというのは
万人の菫み、重要なルールはすべて含
む、不正が生じにくい

高齢者には不利、年齢や生存年は
治薇のアウトカムと無口係、各国の
平均寿命は■なる.どのルールを優
先するか決まつていない、医療資澤
一般には適用できない

天寿全う型システム
(COmp!ete uves system)

若者{ただし、乳幼児よりは学生を優
先〕、予後、死亡数最小化、くし、{公
衆衛生における緊急事態に限り}他

の目的違威促遺

Persad′ C,Wenhelmeら 、 EmanueL Ej.P“ ndp!es for Jlocatlon o“

“

rce med囀 linterventions Lancet 20119,373:4コ 日1-部 改壼



二種類の公正さ

・ 配分ルールの公正

一どの配分ルールを選ぶのが公正か

。決め方の公正

一どうやつて配分ルールを選ぶのが公正か
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決 め 方 の 公 正 さ (手続 的 正 義 )

・ 価値観の多様性から、‐つの「正解」にいたるのは困難

。経済的・政治的考慮もある .

→配分の決定のさいの手続的な正義の確保



資源配分の決定における手続的正義

Daniels,N.and Sabin,JE.,Serillg li威 sFa“湾OxfOrd uR 2002,ch.4

カナダのuand on Guad brTh颯 日‖cJ condderatlons h prepa『
背宅恐:∬層:湖鰤

ndem°

"inluenza¬〔は、reasonable,open and transparent,incluslve,respon

まとめ

明確な目的を設定し、その目的を達成するた
めの最善の選択肢を選ぶこと{議論の枠組み
の明確化)

社会機能を最低限維持しつつ、生存年数を
最大化する配慮が必要

想定するインフルエンザの性格に応じた柔軟
な対応が望まれる
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◇主要な業界においては、病原性の高い新型インフルエンザが発生した場合を想定し、事業継続計画やガイド

ライン)を作成し、以下のような対策と目標を掲げている。(内容については、継続調査中)
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前回の分科会の確認事項

0国 民の25%が罹患
一流行期間(約 8週間)に交互に罹患し、1週間～10日程度、交互に欠勤する。

一ピーク時に従業員が発症して欠勤する割合は5%程度と考えられる。

oピ ーク時に従 業員の40%程度※が欠勤するケースを想定し、継続する重要業務を絞り込む。

二従業員の罹患による欠勤のほか、学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小などにより共

働き世帯等は出勤が困難となる。

※流行期間(約 8週間)のうち、一定の期間において40%が欠勤することを想定(業種・職種等によつても異なる。)。

前回の分科会における論点

○特定接種は妊婦や子ども等住
昂3多蓄野姦増

に実施されるもの
下
あり、住民への接種奮早期に実施する視点

という観点から重要であるが、

対象を限定して考えていくために

○ 新型インフルエンザ発生時に求められる社会機能の維持レベルについて、業種ごとに確認・整理する必要がある。

ノ

業界
区分

国内発生～まん延期に想定さ

れる状況 (「新型インフルエンザ対

策ガイドライン」における想定)

各業界における対策と目標

(各業界のガイドライン及び企業の業務継続計画)

(1)

医療・

公衆衛
生

0-部の医療機関は、新型イン

フルエンザヘの業務資源の

重点的投入のため、診療科

目を限定

O爆発的に需要が増え、医療

機関における業務資源〈医療

従事者、医薬品、資器材 ベツド

等)が不足する

0発生段階に応じて、感染拡大防止効果等を勘案して対策を請じることとしている。

●〔地域発生早期まで〕帰国者 接触者外来における新型インフルエンザ等患者の診療

⇒〔地域感染期以降〕一般の医療機関による診療 (1帯国者 接触者外来の原員1中 止 )

●〔地域発生早期まで,全ての新型インフルエンザ等患者の入院治療

⇒ m麟感染期以回 新型インフルエンザ等患者のうち、重症者のみ入院治療

●〔国内感染期のうち 流行が拡大するまで〕患者との接触者への外出自粛要請

⇒〔流行拡大以降〕接触者への外出自粛要請の中止

資料:厚生労働●専門会議の医療ガイドライン意見書より抜粋

(2)

電気

O感染拡大防止の観点から、
一部業務を縮小・延期

0保守・運用の従業員不足によ

り地域的・一時的に停電等が

生じるおそれ

0従業員の4096が約2週間欠勧することを想定し、優先業務として①電気の安定

晰 Я群幣肺路鸞要なもの、③齢酎しな

0優先業務を継続するために、優先業務以外 (一部のイベントや緊急性の低い業

務)の 、国内感染期に縮小・延期を検討している。

資料:電気事業者の行動計画等より抜粋

(3)

公共

交通

O従業員不足により、運行本数

が減少

0外出自粛・通動手段の変更に

より、公共交通機関への需要

が大幅減少

「事業者における新型インフルエンザ事業継続計画策定の手引きJ(平成22年 3月

国土交通省危機管理室)及び関連調査によれば

0 公 に関わる事業者は こととしてい

勤では半減るが、 、40%の

等相当の ることを想定しておく必要がある。

O国 土交通省作成の「事業者における新型インフルエンザ事業継続計画策定の

手引き」では、政府の対策見直しに併せてBCPを変更する必要性の有無をチエッ

クする際の留意点の一つとしてワクチン機種方針が示されている。

:「 新型インフルエ:
ン フ 」



区分 国内発生～まん延期に想定される状況 対策と目標

(4)

通信

O外出自粛や在宅勤務体制への移行等により、

電話・インターネット等の通信需要が増加

○通信需要増に伴う一時的な通信速度の低下

0窓 口業務、カスタマーサービスの中断

O(確認中)

(5)

金融

OATMへの現金流通が滞り、一時的にサービ

ス中断

O従業員の最大欠効率40%で継続必要継務・実施可能業務を

精査。

継続必要業務は、優先店舗 (そ の他店舗は開鎖)での ①現

金供給 (預貯金等の払戻し)、 ②資金の決済 (振込、送金、ロ

座振替、手形。小切手の取立)、 ③資金の融通(融資)、 ④証券

の決済、⑤金融事業者間取引を前提に、業務内容、地域性等
を踏まえ各金融機関で判断。

(6)

物 流 (貨物運
送、倉庫年)

O事業活動体止 稼働率低下により、物流量が

減少

0中小事業者は休業する可能性

0従業員不足による集配の遅延、サービスの

中断

0宅配、通信販売等に対する需要が大幅に増

カロ

O国土交通省行動計画においては、新型インフルエンザヘの対

応として必要な場合には、地方公共団体と連携し、運送事業

者に対して、医薬品、食料品等の緊急物資の運送を要請する

こととされている。

(7)

食料品・生
活必需品

O市民の買い占めにより食料品・生活必需品
が不足

O食料品等の製造・輸入量が減少

O自 社や取弓1先 の従業員の4096程度が8週間にわたり欠働す

ることを想定し、リスク分析を行うことを推奨。

O重要業務継続のための措置 (嗜好性食品製造、研究開発等

の業務縮減 )

資料:平成21年 6月 農林水産省「～新型インフルエンザ対策～食品産業本葉

者等のための事業継続計画輌易販)の策定及び取組の手弓き」よリー

部抜粋

〔:言[1]lillil場
曇魃 電当

て取る対策>  

〕
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新型インフルエンザ発生時の医療体制・公衆衛生対策については、「新型インフルエンザ対策行動計画」および

「医療ガイドライン」等においては、発生段階に応じて異なる体制が想定されている。

●要点
○発生段階に応じて、感染拡大防止効果等を勘案して対策を講じることとしている。

● 〔地域発生早期まで〕帰国者・接触者外来における新型インフルエンザ等患者の診療
⇒ 〔地域感染期以降〕一般の医療機関による診療 (帰国者・接触者外来の原則中止)

臨時の医療施設における医療の提供
● 〔地域発生早期まで〕全ての新型インフルエンザ等患者の入院治療

⇒ 〔地域感染期以降〕新型インフルエンザ等患者のうち、重症者のみ入院治療

● 〔国内感染期のうち、流行が拡大するまで〕患者との接触者への外出自粛要請
⇒〔流行拡大以降〕接触者への外出自粛要請の中止

〈『新型インフルエンザ対策行動計画」平成19年 4月 策定、平成20年 11月 ―都改定、北陸電力株式会社 より抜摯)



実行する主な医療対策〈病原性が不明又は病原性が高い場合)

発生段階 地域発生早期まで 地域感染期以降

相談体制
帰国者・接触者相談センターの設置

コールセンター コールセンター

外来診療
体制

帰国者・接触者外来の設置
(一般の医療機関においても対応する可能性あり)

一般の医療機関における診療
(帰国者・接触者外来の原則中止)

全ての患者に関する届出

電話再診患者のフアクシミリ処方

新型インフルエンザの初診患者の診療を原則として行わない医療機関の設定

入院議療
体制

入院勧告の実施 (入

全ての新型インフルエンザ等患者の入院治療 新型インフルエンザ等患者のうち、重症者のみ入院治療

院内感染対策

待機的人院、待機的手術の自粛

定員超過入院

公共施設等における医療の提供

検査体制

全疑似症患者にPCR検査

疑似症患者以外については、都道府県等が必要と判
断した場合にPCR検査

都道府県等が必要と判断した場合にPCR検査

予防投与 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与
患者の同居者については、効果等を評価した上で、抗イ
ンフルエンザウイルス薬の予防投与を検討

(「 新型イレフルエンザガイドライン見車し意見書」から作成)

実行する公衆衛生対策

発生段階
地域発生早期、国内感染期のうち

流行が拡大するまでの期間
国内感染期のうち、流行拡大が

進む時期
国内感染期のうち、流行の

ビークにおける対策

患者の接触者
に対する

外出自粛、自
宅待機要請

患者との接触者への外出自粛要請 帷

(入院勧告を中止した都道府県等)

患者及び患者の同居者に対する自

宅待機要請を検討

必要に応じて、患者及び患者の同居者に対する自宅待機要請
を検討

地域対策及び

職場対策

地域全体での学校等の臨時休業の

検討

(通常季節性インフルエンザ対策として実施されている感染防止対策をより強化して実施する
。国民に対し、手洗い・咳エチケット等を強く勧奨する
・消極的学校閉鎖の強化して実施する(病原性の状況に応じて実施)

・学校、保育施設等における患者の一定期間自宅待機(出 席停止)とする
・事業所には、インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停止・受診勧告等を行うよう要請す
る。

(「新型インフルエンザガイドライン見直し意見書」から作成)
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大手電気事業者において、新型インフルエンザ対策行動計画・事業継続計画を作製・公開している。以下に、公
開情報から新型インフルエンザ発生時の行動計画の一部を記す。

●要点

・電気事業者は、40%が約2週間欠勤することを想定し、優先業務として①電気の安定供給に必要不可欠なも
の、②会社機能維持のため必要なもの、③法令遵守しなければならないもの、などを継続する方針としている。

・優先業務を継続するために、優先業務以外(一部のイベントや緊急性の低い業務)の 、国内感染期に縮小・延
期を検討している。

□BCP策定にあたつての前提条件

優先業務を維持するために必要な要員数を算定するための前提条件は次のとおりとする
・対象:当社および優先業務に係わるグループ会社・協力企業
・流行期間 :約 8週間
・欠勤率 :流行ピーク時・約2週間 40%

〔欠勤理由〕従業員本人の罹患、家族罹患者の介護

□優先業務の選定

新型インフルエンザ国内感染期で、当社従業員、請負者等に新型インフルエンザによる休務者が大量に発生し
た場合において、電気の安全・安定供給を確保するために、最優先で実施する業務選定の考え方は次のとおりと
する。

①電気の安定供給に必要不可欠なもの
②会社機能維持のため必要なもの
③法令連守しなければならないもの

中̈

(「新型インフルエンザ対策行動計画J平成19年 4月 策定、平成23年 ,1月 一部改定、北睦電力株式会社 より抜絆)



□優先業務 :新型インフルエンザ国内感染期で、当社従業員、請負者等に新型インフルエンザによる休務者が大

量に発生した場合において、電気の安全・安定供給を確保するために、最優先で実施する業務

区分 業務

■力供給に係わる業務
発電設備・関連設備の運転、系統運用、配電線網の運用、設備工事 (必要最低限)、 停

電事故復旧、設備保守(必要最低限)、 法定点検

■力供給をサポートする業務 燃料調達、電力供給関連資機材の調達・貯蔵品管理、工事の発注(必要最低限)

電力供給に係わるお客さま対
応業務

お客さまサービスセンター電話受付、停電時対応

会社機能維持に係る業務

検針、電気料金の請求・支払い、その他出納・支払、決算関係業務、資金調達

コンピュータシステム維持、通信システム維持、労務管理、給与支払、健康管理

対策本部業務、報道、警備、建物管理

法的に求められる事項 (許認可・届出・報告等)

□縮小業務 :お客さま、地域の皆さま、従業員、グループ会社・協力会社の従業員等への感染拡大防止のために、

状況に応じて中止・延期等が可能な業務として予め定めておく業務

区分 業務

従業員関係 教育、研修・副1練、出張、会議

お客さま関係 お客さま訪間、技術サービス・需要家コンサルティング

地域社会関係 PR施設、見学会・見学受入、イベント、対話活動、出前講座、ポランティア活動

工事関係 繰延べ可能な定期検査・設備工事・修繕工事、緊急性の低いシステム開発・保守

(噺型インフルエンザ対策lT勁計画」平成19年 4月 策定、平成23年
`1月

一部改定 北陸電力株式会llよ り抜粋)
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【新型インフルエンザ対策の概要】

(「新型インフルエンザ対策行動計画」平成19年 4月 策定、平成23年 11月 一部改定、北睦電力株式会社 より抜粋)
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●要点

・ 最低6割の人員を想定の上、通常業務に加えて発生する「新型インフルエンザ対策業務Jと 、事業継続のために必要不可欠な優先

すべき業務として「一般継続業務Jを設定し、「発生時継続業務Jと し、そのほかは大幅に縮小又は中断し、その要員を発生時継続

業務に投入できる体制を整えることが必要としている。多くの公共交通事業者は、運行業務を「一般継続業務Jとして「まん延期で

も、極力運行を維持する」こととしているが、乗務員の休業率に応した減便ダイヤを定めており、40%の 欠勤では半減等相当の減

便になることを想定しておく必要がある。

・ 政府の対策見直しに併せてBCPを変更する必要性の有無をチエックする際の留意点の一つとしてワクチン機種方針が示されてい

る。

公共交通における対策の目標としては、国土交通省行動計画において、利用者に対する広報、可能な限り外出を控えるよう国民

に呼び掛けることの政府対策本部への要請にあわせ、輸送力確保及び乗客間の感染防止にできる限り努めるよう公共交通関係

事業者等に要請することとしており、公共交通での感染拡大防止のための政府及び地域全体の対策が必要とされている。

公共交通機関に関して、国土交通省危機管理室から事業継続計画策定の手引きを作成・公表している。以下に

□BCP策定に当たっての前提知識

・BCP作成に当たっては、強毒性の発生に備え、全人口の25%が罹患し、従業員の最大40%程度が欠勤することを

想定しつつ、発生した新型インフルエンザの被害の程度に応じ適宜対応がとれるよう、柔軟性を持たせるとよいてしよ

う。

・政府の対策については、現在、豚出来の新型インフルエンザヘの対応を踏まえ、対策の見直し作業を行つているとこ

ろであり、現行の新型インフルエンザ対策行動計画・ガイドラインに記載されている対策について、未確定であつた部

分が決定されたり、対策の内容が変更される可能性があります。政府の対策見直しが発表された場合には、これをよく

理解していただいた上で、対策見直しに併せてBCPを変更する必要がないか、チェックしていただくことが必要です。

以下に、特に留意していただきたい事項を示します。

Oワクチンの接種方針
○水際対策の実施内容・実施範囲(運行自粛や検疫集約化を行うことがあるのか等)

○事業法等の法令の弾力運用等が行われるのか

Oその他被害想定等に変更がないか

出奥「,栞者における新型インフルエンザ
=ネ

経続計画策定の手亨きJ(平成22年 3月 国土交通省危機管理
=)hupょ
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手引きの抜粋を示す。

回一般継続業務、縮小・中断業務の分類

最低6害1の 人員を想定の上、通常業務に加えて発生する「新型インフルエンザ対策業務」と、事業継続のために

必要不可欠な優先すべき業務として「一般継続業務」を設定し、「発生時継続業務」とし、そのほかは大幅に縮小

又は中断し、その要員を発生時継続業務に投入できる体制を整えることが必要です。

◆BCPを構築・検討している多くの公共交通事業者は、以下のように業務を分類しています。
・主力業務 (運行業務)を継続するために必要な業務

 }_般 継続業務,会社経営に欠かせない業務
・―定期間縮小・中断しても支障のないその他の業務→縮小・中断業務

◆具体的には以下のように分類している例が多く見られました。

分類基準(例 ) 骸当する栞務(例 )

一
般
継
続
業
務

運行業務継続に必要な業務

経営維持の観点から必要な業務

・運航管理・指令、乗務、駅務、保守、配車、燃料調達等

・同上(主力業務である運行業務継続に必要な業務)

資金●LO達等

組織運営上必要な業務 ・資金調達、支払い(給与含む)、 決算等
・対外広報

法令上の義務に基づく業務 法定検査、有資格者の法定業務
決算、株主総会等の法定事項

・契約上の義務に基づく業務 契約の履行 (運行・支払い等)

縮
小
業
務

一定期間停止はできないが、規模の縮小や、集約化 代替
手段の活用による要員朝減が可能な業務

※特に感染防止につながるおそれのある業務はできる限り
縮Jヽ

・人事 社内管理・経理等の事務全般 (テレワーク・在宅勤務の活用も
検il)

・改札業務、窓口業務等(機械の活用により要員削減)

・内部監査 (規模の縮小)

中
断
業
務

法令や制度上で期限等の制約がなく、一定期間停止しても
事業継続に影響がない(対外的にも理解が得られる)栞務

※特に感染防止につながるおそれのある業務はできる限り

中断

緊急性のない企画 計画 営業 調査統計 工事等
緊急性のない社内管理業務(啓発等)

新規採用 異動関係業務
社員教育・研修

出典「事業者における新型インフルエンザ事業継続計画策定の手引き」(平成22年 3月 国土交通省危機管理室)
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○ 人員計画の策定の手順の例

■ それぞれの部門において、新型インフルエンザ発生時の業務量を、要員で算出

【例1:事業部(150人 )】※以下の2業務のみと仮定
・駅等サービスステーション業務→サービスの集約・一部停止(50人→40人 )

・乗務・運行管理業務→削減不可。ただし2割欠勤までは対応可能。(最低80人 )

※半数は有資格者かつ経験者の必要

【例2:経営企画部(30人 )】

・緊急性のない企画業務・イベント・会議等を中断(30人→10人 )

・新型インフルエンザ発生時の経営維持のための対応が増加(+5人 )

■ 4割欠勤時に対応が可能か検討する。

【例1:事業部】
・駅等サービスステーション業務:4割欠勤時→50X06=30(人 )

1で算出した要員→40(人 ) ⇒▲対応不可能(応援必要人数:10人 )

・桑務・運行管理業務    : 4割 欠勤時→100X06=60(人 )

1で算 出した要 員→ 80(人 ) ⇒ ▲対 応不可能 (応援必要人嶽 20人 (うち有資格者かつ経験者10人 )

【例2:経営企画部】
4割欠勤時→30X06=18(人 )

1で算出した要員→10+5=15(人 )⇒○対応可能 (応援可能人数:3人 )

■ 部署間での人員調整を実施

【例 :事業部】→ 応援必要人数 30人 (うち有資格者かつ経験者10人 )

・他部署配属中の有資格者等を調査、応援可能な部署との間で人員調整を実施
・なお有資格者等が不足する場合は、他部署間での人員調整を実施

(例 :有資格者等がいる財務部へ、人事部からの応援を調整し、有資格者を事業部へ)

出典 :r事業者における新型インフルエンザ事業継続計画策定の手引きJ(平成22年3月 国土交通省危機管理室 )

httP//t― mln g。 lplcOmmon/000125327 pdF 13

●要点(ガイドライン上の推奨)

自社や取引先の従業員の4096程度が8数週間にわたり欠勤することを想定し、リスク分析を行う。

※また全社的に、あるいは部署単位、地域単位、業種特性等によつて局所的に一定書1合 (例えば400/o)以 上欠

勤する場合も想定しておくことが望まれる。

□事業影響分析 (食品産業事業者による事業継続計画策定にむけた各手順の解説から抜粋 )

狙い :事業が中断した場合の影響を分析し、重要業務を決定したうえで、必要な人員・要素・資材

を把握

ポイント:①食品の製造・販売等を担う食品産業事業者の立場をふまえ、国民の食生活への支障等の社会的

影響、自社の財務的な影響、取引先への影響等、全ての重要な観点から、業務が中断することによ
る影響(事業影響)を分析する。

②中断した場合の影響が大きい業務を明確化し、重要業務として抽出する。

③重要業務の維持すべき操業度、停止が許される期間を見出す。

④自社内外を問わず、重要業務の継続に不可欠な人員,要素・資材を把握します。特に食品産業事業

者はサプライチエーンが複雑であるため、上流から下流までの把握する。

重要業務を抽出するための検討

(1)事業の継続又は拡充が社会的に要請される食品関連業務

(2)感染拡大防止のため、自粛すべき食品関連業務

(3)(1)、 (2)の いずれにあたるのか判断が難しい食品関連業務

平成21年 6月 農林水産省「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定のポイント」抜粋 14



□対策の検討と事業継続戦略の決定

(食品産業事業者による事業継続計画策定にむけた各手順の解説から抜粋)

狙い:重要業務を継続するための対策の大きな方向性 (事業継続戦略)を検討・決定

ポイント:①事業影響分析・リスク分析に基づき、事業継続戦略(対策の大きな方向性)を検討し、
必要な人員・要素・資材等を確保するための対策案を検討します。
②対策にかかる費用と効果の見積りを行い、実現可能性を考慮したうえで、事業継続戦
略及び大筋の対策を決定します。

事業継続戦略には、主に以下の種類があります。
① 現状の場所・人員で可能な限り継続する

② 他の場所、または同じ場所で別の人員で継続する

③ 早い段階で操業度を思い切つて下げて、許容される低い水準で継続する

④ あえて数日間中断して、確実に復旧することで継続する

平成21年 6月 農林水産省「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定のポイント」抜粋

その他参考 (農林水産省ホームページ)

「実証調査に基づく食品スーパーマーケット等における新型インフルエンザ対策の参考メニュー」
「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」
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(地方)公 について 資料3

新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 1/8

(1)通則的な指定基準

新型インフルエンザ等対策のための措置との関連性

↓

通則的な指定基準を踏まえつつ、新型インフルエンザ等対策特別措置法の措置と国民保護法等の措置の違
いによる指定基準への影響をどのように考えるか。

2



新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 2/8

① 期待される措置が国民保護法等と同一である場合は、同じ基準としてはどうか。

新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 3/8

② 期待される措置が国民保護法等と違いがある場合、新型インフルエンザ等対策の特性を踏まえ、どの

ような基準とするか。

放送事業者

際議院閃閤墓萎買蚕存茂:i革 :百 ]:百孫孫

'~~~~~~~~―

一……………………――一―――――一
]

1 0賞疑者 :この指定公共機関には、放送局として政令で定めるものの中に民放は含まれるんでしょうか。                     1
1 0答弁者 :民放各社については、災害対策基本法では指定をされておりませんので、本法案についても、現段階においては政令で指定することは   |
1         想定をしていません。                                                 |

新型インフルエンザ等対策においては、緊急を要する警報の放送の措置等はないため、災害対
しなくともよいの

運送事業者
0特措法においては、「旅客及び貨物の運送を適切に実施するための必要な措置」(特措法53条 )とあ

るが、国民保護法等では「旅客及び貨物の運送を確保するための必要な措置」とされている。

O緊急物資の運送(特措法54条 )は国民保護法等と同様である。

O国民保護法において規定されている避難住民の緊急の運送の措置は特措法には規定されていない。

特措法において国民保護法等と異なり「運送を適切

に実施」としているのは、旅客輸送の混雑度合に着目

して、感染拡大防止措置に配慮した上で、安定的な運

行をすることが求められているためである。また、避難

住民の緊急の運送の措置がない。これらの観点から

規定しているところ。国民保護法等の指定基準と違い

緊急物資の運送に着目すれば、国民保

護法等と同じ基準で良いか。



新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 4/8

具体的な指定基準をどのように考えるか。

■感染拡大防
=|の

観点をどう考えるか■| ■ |: ‐|■ | |■  11  ■    ・ ‐  ・
|■難難住民の運送の措置がない■とをどう考えるか

`‐

  | | ‐■  |  .:_ | : 1    ‐■争て

`ノ
■
^つ

″11‐   ‐   ●:      . :: | : |

できること。
颯 主 2■ L

(長距離フェリー等に就航させる船舶を3隻以上保有)

卜)

①
②



新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 6/8

③特措法では、感染症対策が柱の一つであることから、「医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売」を

新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 7ノ8

具体的な指定基準をどのように考えるか。

ヽ
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新型インフルエンザ等対策における指定公共機関の指定基準 8/8

他制度において指定公共機関に指定されている事業者
黒 字 :両法 共 通  (平成24年 3月 24曰現在 )
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第二回分科会における主な議論

O新 型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づく特定接種対象者の範囲については特

定接種は妊婦や子ども等住民に対する予防接種に先行して実施されるものであり、これらの者への接種を早期

に実施する視点から、特定機種対象者は限定的に考えていくべき。

○ 特定接種対象者の議論のうち、「医療の提供の業務」は比較的明確だが、「国民生活及び国民経済の安定に寄

与する業務」はその範囲や基準がわかりにくい。質的に異なるアプローチであり、別々に検討する必要があるの

ではないか。

○ 国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務について、特定接種するというのは公共性や公益性にかかわる

議論。指定公共機関と登録事業者の関係について、もう少し詳細に分析をしてご提示いただきたい。

○ 国民の生命を守るということを重視するという観点から、医療の提供の業務に従事する者を優先的に接種の対

象とすることは、国民の理解も得られやすいと考えられる。ただし、医療の業務に従事する者の中での具体的な

対象範囲については今後さらに検討する必要がある。

O「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」については、通常の社会機能のレベルではなく、「緊急時に

必要とされる業務Jなどの限定が必要である。また、対象者の絞り込みの要件については、業種ごとに精査するこ

とが必要ではないか。

登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (1/7)

1特定接種の対象の要件(民間事業者)【法28条 1項第1号前段】

要件 I(目 的) :医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保する

要件 I(緊急性):緊急の必要があると認めるとき

要件Ⅲ(事業者):医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う

事業者

要件Ⅳ (従事者):これらの業務に従事する者

2登録事業者の責務【法第4条第3項】

登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及

び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。

特定接種を正当化する公益性等とは

新型インフルエンザ等発生時に必要となる対処との関連において、要件 I(目 的)を達成するため要件

Ⅲ(事業者)の業務を継続する努力義務を課される点に、住民接種より先行することの高い公益性がある

1 公務員の特定接種の対象の要件【法28条 1項 1号後段、2号】

要件 1(目 的):民間と同じ

要件Ⅱ(緊急性):民間と同じ

要件Ⅲ(従事者):新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務

2国・地方公共団体の責務【法第4条第1項・第4項】

新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施する責
務を有する。

新型インフルエンザ等

対策実施との強い関

連性が求められる。



登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (2/7)

1 指定公共機関の要件【法第2条第6号】

要件 I(法人):医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他

の公益的事業を営む法人

要件Ⅱ:新型インフルエンザ等に対処するための必要な措置との関連性

2指定公共機関の責務

・新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型

インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。【法3条 5項】
・新型インフルエンザ等対策に係る業務計画の作成【法9条】
・備蓄【法10条】
・政府対策本部長等による総合調整・指示【法20条等】
・個別の措置の実施要請・指示【法43条、47条、52条、53条、54条】

・国は「地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支

援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する」【法3条 1項】
・指定公共機関は行政に対し労務、施設、設備又は物資の応援を求めることができる。【法27条】

指定公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエンザ等対策の実施主体であり、

そこに高い公益性が認められる。

「
登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (3/7)|

新型インフルエンザ等の発生により影響を及ぼされる「国民の生命及

び健康の保諄」と「国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最少化

【法1条】

医療の提供並びに国民生活

及び国民経済の安定を確保

する【法28条 1項】

・新型インフリレエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところに

より、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責

務を有する。【法第3条第5項】
。新型インフルエンザ等対策に係る業務計画の作成【法9条】

・備蓄【法10条】

・政府行動計画において業務計画の基準が示される【法6条】

・政府対策本部長等による総合調整■旨示【第20条等】

・個別の措置の実施要請・指示【第43条、47条、52条、53条、54条】

登録事業者は、新型インフル

エンザ等が発生したときにお

いても、医療の提供並びに国

民生活及び国民経済の安定

に寄与する業務を継続的に実

施するよう努めなければなら

ない。【法4条3項】

指定公共

機関の責
務が重い

⇒

医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、

輸送、通信その他の公益的事業を営む法人

医療の提供の業務又は国民

生活及び国民経済の安定に

寄与する業務を行う事業者

指定公共機関は登録事業者に必要な公益性を満たす核心的存在

○指定公共機関の公益性を中心に登録事業者の選定基準を検討すべきではないか (積極基準)

○積極基準に該当しても事業継続能力、緊急性等から非該当となるものもあるのではないか(消極基準)



登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (4/7)

選定基準妥当性の判断手順

ステップ I<積極基準>:公益性要件により登録事業者に該当する候補を選定
ステップI<消極基準>:ステップ Iで選定した候補に登録事業者として必要な特性(事業継続

能力、緊急性等)を満たしているかについて検討
ステップⅢ<従業者基準>:ステップⅡで絞り込んだ登録事業者の当該業務に従事する者について

従事者レベルで必要な選定基準から従事者を絞り込む

1:指定公共機関型
■:指定同類型
Ill:その他

登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (5/7)

ステップ I 積極基準 (案 )

新型インフルエンザ等発生時に必要な対策の実施に責任を有すると認められること。

指定 (地方)公共機関に指定されていること。

指定 (地方)公共機関は登録事業者に必要な公益性を満たす核心的存在であり、登録事業者に該当するものと考え
られるのではないか。

指定 (地方)公共機関と同種の公益的事業を営みながらも事業規模の観点から指定されない公益的事業法人で

あること。新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとするためには、指定(地方)公共機関に準じて当該

事業を継続させることが重要であり、登録事業者に該当するものと考えられるのではないか。

※ I、 ■の本来業務の一部を受話している外部事業者(1、 Πに常駐して当該業務を行う等不可分一体となっている場合に
限る。)についても、登録事業者に該当すると考えられるのではないか。

I、 ■以外に新型インフルエンザ等対策の実施に密接に関連する高い公益性を有する事業者がありうるか。例

えば以下の要件を満たす事業者については、極めて例外的な扱いながら登録事業者に該当する場合があり得
るか。

O緊急の生命保護に直接かかわるもの

O以下の要件を全て満たすもの
。電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基盤事業と評価できるもの
・発生時においてもその事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむを得ないもの
・その事業を提供できる者の数が全国的に非常に限られているもの(代替性なし)



登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (6/7)

ステップI消極基準(案 )

①通常の6割の人員で最低限の国民生活・国民経済の維持が可能(国民の許容の範囲内)

であること

現行行動計画で重度の場合の想定である6割の人員で最低限の国民の需要を満たすこと

ができる事業者等については対象外と考えられる。

②事業を継続する能力が不足していること

登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る努力義務(第4条第3項 )を負う

ことから、新型インフルエンザ等発生時から終息までの間、当該業務に応じて従事者数など

の客観的側面から見て継続し得る体制・計画が整つていなければならないのではないか。

③代替性が高いこと

特定接種は、「緊急の必要」があるときに住民接種に先んじて実施するものであるから、同

種事業を提供し得る事業者の数が多数存在し、まん延時にもその相応部分がある程度の事

業を継続していることが想定されるような場合、すなわち広域にわたって同種事業を提供する

事業者が相当期間ほぼ存在しなくなり、国民側の備書などの努力によつては代替しえないよ

うな場合でなければ、当該事業を営む事業者は登録事業者にはなり得ないのではないか。

④接種体制を整えることができないこと

特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者自らが社内診療

所等により接種体制を整えることができない場合は登録事業者にはなり得ないのではないか。

登録事業者及び従事者の範囲を定めるための選定基準 (7/7)

住民接種に先んじて実施することを踏まえれば、特定接種の要件Ⅳ (対象者)の範囲は、登録

事業者の中でも、相当程度限定的に絞りこまれることが必要である。

このため、登録事業者 (案)に対し、以下のような従事者基準を課すことが必要ではないか。

ステップ皿 従事者基準 (案 )

(1)積極基準～春銀の基となる業務に直接従事すること

登録の基となる業務に直接従事する者に限定され、これに間接的に関連する業務 (総務部門

等)に従事する者は含まれない。

(2)消極基準～代替性が高いこと

当該業務に従事するため必要な知見・技能が高度なものではなく、経験者なども相当数存在す

るなどの事情により、従事者の代替性が高い場合には、要件Ⅱ(緊急性)が認められないのでは

ないか。

(3)その他に消極基準がありうるか。



住民機種に先んじて実施することを踏まえれば、公務員の特定接種対象者についても、相当程度限
定的に絞りこまれることが必要である。

公務員の特定接種対象者 :新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員【法28条 1項 1号後段2号】

要件 I:指定(地方)行政機関の所掌事務に新型インフルエンザ等対策が含まれること

国において新型インフルエンザ等対策に関わるのは政府対策本部及び政令で指定される指
定(地方)行政機関 (法第2条第4号・5号)である。

要件 I:法により定義づけられた新型インフルエンザ等対策に携わるものであるという高度の公益性

1新型インフルエンザ等対策【法2条2号】                         |
1 政府対策本部の設置から廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活

|

1及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指 |
1定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。       |

公務員の特定接種対象者については、民間とのパランスを考慮して検討する必要があるのではないか。

従事者基準 (案 )

例えば、以下のような選定基準が考えられるのではないか。

(1)積極基準
政府対策本部や指定 (地方)行政機関が実施すべき新型インフルエンザ等対策に直接従事すること。

(2)消極基準

当該業務に従事するため必要な知見・技能が高度なものではなく、経験者なども相当数存在するな
どの事情により、従事者の代替性が高い場合には、緊急性がない。



-2

前回の議論

0国 民の生命を守るということを重視する観点から、医療を特定接種の対象業務とすることは、

国民の理解も得られる。

Oた だし、特定接種は妊婦や子どもへの住民接種よりも先に実施されるものであることから、医

療従事者についても、対象範囲が新型インフルエンザ等の医療から広がりすぎないように明確

にすることが必要。

医療従事者については、新型インフルエンザ等医療に関わる者を中心に、ど

こまで公益性・緊急性が認められるかという視点も踏まえ検討が必要。

0医療機関等について、資料4-1スライド6の基準に当てはめると、①新型インフルエンザ等患
者の治療を行う医療機関等と②緊急の生命保護に直接関わる医療機関等が登録事業者に該当
することでよろしいか。

輛 鰤 輛 曲 圃 け 回
従事者レベルの

絞り込み

I:指定公共機関型
Ⅱ:指定同類型

Ⅲ :その他

|   |
|   |

l   l
l   l

①新型インフルエンザ等患者の治療を行う医療機関等

②緊急の生命保護に直接かかわる医療機関等



①新型インフルエンザ等患者の治療を行う医療機関等

イ 新型インフルエンザ等患者の治療を行う医療機関等において、新型インフルエンザ等の医療

の提供に関与する者 (医師、看護師、窓口事務職員など)を特定接種の対象とすることでよいか。

口 新型インフルエンザ等の医療の提供に関与しないが緊急の生命保護に関与する者など、一定

の要件を満たす場合は特定接種の対象とすることでよいか。対象とする一定の要件としては、ど

のようなものが考えられるか。

全従事者が新型インフルエンザ等の医療の提供に関与する場合

輛宙,僻輔會輛輛輛 鰤鰤辮鰤鰤
全員が特定接種の対象者でよいか

新型インフルエンザ等の医療の提供に関与しない従事者がいる場合

宙宙宙

新型インフルエンザ等の医療の提供に関与
しない者で、一定の要件を満たす者は特定
接種の対象者でよいか

(※ )複数の診療科を持つ医療機関等では、新型インフルエンザ等の医療の提供に関与しない従事者がいる場合もあ亀

新型インフルエンザ等の医療の提供に関与

I■●■111:=,■■●1「

②緊急の生命保護に直接かかわる医療機関等

ハ ロの新型インフルエンザ等患者の治療を行う医療機関等で新型インフルエンザ等の医療の提

供に関与しないが緊急の生命保護に関与する者と同様に、一定の要件を満たす者については、

特定接種の対象とすることでよいか。

新型インフルエンザ等以外の医療の提供に関与する者

濡鰤 鰤 鰤 輛鰤納(

一定の要件を満たす者は特
接種の対象者でよいか

定



当 日

2012年 10月 17日

新型インフルエンザ等対策有織者会議社会機能に関する分科会 (第 3回 )

における検討事項に対する意見

(―社)日 本経済団体連合会

国民生活委員会 企画部会長 松井簿一

社会機能維持に関わる事業者の対策状況について

経団連では、これまでの「社会機能に関わる分科会」において議論がなされ

た「インフルエンザ発生時の社会情勢」や「特定接種対象者の考え方」につい

て関連業界・企業に説明を行 うとともに、現時点での各企業におけるBCPを

踏まえ、以下の 2点について、意見照会を行いました。

(意見概要は別紙 1、 各業種・ED体のご意見は別紙3を ご参照)

経団連はかねてより、新型インフノ́エンザ流行期においても国民生活・経済

を安定的に維持するために、国内で感染が拡大する前に、社会インフラの維持

に関わる事業に従事する者に対 し、ワクチンを接種するよう求めて参りました。

(21紙 2参照)

また、多くの業界・企業より、「乳幼児や妊婦といつた社会的弱者を助ける

観点から、住民接種を優先すべきとのご意見は理解できるが、緊急時の医療提

供に欠力・t■ ない電力・水道等のインフラ、医薬品の運送に関わる物流、食料品

等の生活必需品の供給などを滞らせないことは大変重要である。その意味から、

社会機能の維持に関わる事業者へのワクチン接種を考えて頂きたい。」といつた

意見も寄せられたところです。

今後の議論へ向け、ご参考としていただければと存じます。

記

口意見聴取を行つた項目

① 6割の従業員で業務継続は可能であるのか

② 企業のBCPはワクチン接種を前提としているのか

■各業界・企業からの意見概要

① 6割の従業員で業務継続は可能であるのか

「社会機能の維持に必要とされる業務」や「企業存統のために必要な最低

限の業務」に絞れば業務継続は可能である、と回答 した業種・企業もあるも

のの、「ドライバーや各荷役機械オペ レーター等の有資格者」の確保を業務

遂行・継続の基本 としている物流業界や、従業員の 1～ 2割が欠勤 した場合

であっても安全性の観点か ら操業を停止せざるを得ないとする石油業界か

ら、「6割の従業員では到底業務継続は不可能Jと の回答があつた。

また、業務を限定すれば継続が可能であると回答 した業種・企業のなかに

も、代替の効かない薬事法上の有資格者を抱える製薬会社や原子力発電所の

運転など専門性が高い業務を行っている電力業界をはじめとして、多くの業

界・企業から、特定の部署で局所的にまん延した場合なども想定し、「継続

できるよう体制整備を行 うが、状況によつては業務を停止せぎるを得ない
|

との回答や、6割の従業員で業務を継続する場合、列車の運行率の削減等を

余儀なくされる、との鉄道業界からの回答があつた。

② 企業のBCPはワクチン機種を前提としているのか

ワクチン接種はBCPの前提であるとの回答が多数寄せられ、その理由と

して、社会機能を維持するための業務に従事させるにあた り、従業員の安全

確保に向けてあらゆる手段を講じることは企業の最低限の責務との認識が

示された。また、接客等を通じた感染 リスクの高い業種からは、ワクチンな

しで従事させることができるか不安であるとの声も寄せ られた。

一方、ワクチン接種を前提としていない企業もあったが、フクチン接種に

係る政府方針が示されていないため現段階ではBCPの前提としていない

とする企業や、フクチンの安全性が確認されれば接種 したいという企業が多

数を占めた。

以 上



このような意見聴取の結果を踏まえると、当分科会において、以下 2点を確

認 したうえで、特定接種についての具体の議論を積み重ねることが必要と考え

る。

Oパ ンデミック時に維持すべき社会機能とは具体的にどういつたものか。また

どういうレベルなのか。

○接種可能なプレバンデ ミックワクチンは何人分用意できるのか

この 2点の確認 したうえて、接種対象者を検討した結果、社会機能維持に係

る事業者であってもワクチンを接種できない場合には、従来から経団連が求め

てきた、プレパンデミックフクチンの事前接種に向けた環境整備を急ぐことが

重要と考える。暢」紙 2参照)

■ワクチンに目する従来からの経団連の主張

くワクチン接積等に関する環境整備>
多くの企業は、新型インフルエンザワクチンの事前接種を前提にBCPを策

定し、危機発生時における社会機能維持のための対策を講じている。他方、行

動計画では、①新型インフルエンザの海外発生期以降、医療従事者や社会機能

維持者に対し、原液保存中のプンパィデミックフクチンを製剤化して接種を開

始すること、②国内感染期においては、全国民に対するパンデミックワクチン

の確保・接種開始を定めている。

したがつて、フクチンにかかる:接種の優先順位、実施者、医療従事者の協

力確保、備蓄、接種手順、費用負担等については、早期かつ明確に規定してお

く必要がある。また、ワクチン接種により副1反応等が生じた場合の補償につい

ては、新型インフルエンザを、予防接種法における一類疾病と同等に位置付け、

国民に対するセーフティネットを万全なものとすべきである。

他方、2009年に起きた豚由来の新型インフルエンザ (HlNl型 )の経験を踏

まえると、現行の行動計画によるワクチン接種では、水際対策を如1可に講じよ

うともパンデミックの第一波に間に合わないことも懸念される。そこで、プレ

パンデミックフクチンの接種により、一定の免疫効果が期待できるとの指摘も

あることから、現在WHOが防疫業務や医療の従事者等のみに推奨しているプ

レパンデミックフクチンの事前接種を、社会機能維持事業者に対しても拡げて

いく必要がある。

したがつて、国主導のもと計画的に接種数・接種対象者を拡大し、プレパン

デミックワクチンの有効性 安全性に関する知見の集積を図るべきである。こ

れらを通じて、事前接種のリスクとベネフィットを比較考量した結果、早期事

前機種が滴切と判断される場合には、国主導のもと遅滞なく実施できるよう努

めるべきである。

また、これらのフクチン接種の環境整備と併せ、国民の生命、健康への被害

を最小限に抑えるためにも、発生・流行時における医療機関の診療体制の撃備

や抗インフルエンザ薬の処方・投与体制の整備の促進が望まれる。



6割の出勤者で業務継続できるのか

(1)6割の出勤者での業務継続は困難であると明確にしている業種

①物流業界A

O理由 :物流業においては「ドライバー」「各荷役機械オペレーター」等

の有資格者を確保することが業務継続の前提である。また、現金

とができない業務もあることから、 6割の出勤者では業務継続は

厳 しい。

②石油業界

0理由 :製油所 工場の操業を維持するためには、交代勤務者が不可欠で

あるため、交代勤務者が 1～ 2割欠動した場合で ぅヽ操業が維持で

きなくなる。また、生産運転装置を仮に一人当たりの勤務時間を

延長することで対応 した場合、安全運転へのリスクが高まること

から停止することとなる。

(2)6割の出勤者で業務継続できるよう社内体制整備を行うが、状況によ

っては業務停止するとしている業種

①製薬会社

0理由 :医薬品製造業務、販売物流業務などを継続 し、MR活動や研究活

動等は停止する予定。ただし、墓事法上の宣菫格者 (代替が効か

ない場合あり)が欠勤した場合は前提が崩れるため業務継続は困

難 となる。

②電力業界

0理由 :原子力発電所の運転など蔓亜性の直い業務等においては、技能習

得、要員配置、交代勤務ローテーションなどを考慮すると6割で

は継続困難な場合がある。加えて、一定スペースで当直チームに

て勤務する形態であるため、他に比べ蔓延の可能性が高い。

③流通 .小売 (大型スーパー)

○理由 1食料品(特に人手の掛からない商品への集約)、 医薬品、生活必需

品の販売に集約 し、罹患率の高い低年齢層用の商品や不要不急の

商品 (子供服・ レジャー用品)の販売を一時中晩

店舗においては、状況に応 じて、売場の集約、営業時間の短縮、

営業拠点の集約等を行 う。

本部機能においては、食料品、生活必需品等の商品調津業務、支

払等の決済業務に優先的に取 り組む。

状況によつて最終的には閉店もあり。

④鉄道業界

0理由 :BCPにおいて以下のケースパターンを策定

欠効率0% ・ 通常ダイヤ

欠勤率 20%・ ・・土休 日ダイヤ

欠勤率 40%・ ・・減便ダイヤ、有料特急の運行中止、急行・快速

運転の中止、相互直通運転の中止、定期券発売所

の開鎖、改本L窓 口の縮小

欠勤率 40%以上・・・状況に応 して区問運転体止、運転休止

⑤鉄道会社

tO理由 :新型インフルエンザ感染期に60%程度の出効率となる場合に、都

心ヽの通勤等輸送の大宗を担 う鉄道において、その従業員へのワ

クチンの特定接種を行わないときには、欠動により列車本数等輸

送力が相当低下することが想定される。この状況では、列車内で

の混雑のほか、東日本大震災直後のように、駅構内でも長蛇の列

が発生する可能性もある。また、乗務員をはじめとする鉄道事業

従事者は養成に時間を要することから代替性は低く、輸送力の低

下が長期間に亘ることが懸念される。

⑥金融業界

○理由 :優先店舗を設定し、「現金供給 (預貯金等の払戻し)J・ 「資金の決



済 (振込、送金、口座振替、手形 小切手の取立)」・「資金の融通 (融                O理 由 :ガイ ドライン上、優先する業務として都市ガスの供給維持に必須

資)」・「証券の決済」。「金融事業者間取引」といつた業務に絞るこ                     な業務及びその支援業務 (システ´、広報、電話受付、勤務管理等)

とにしているが、事前の訓練時に人員不足が顕在化 しており課題                     を例示しており、それ以外の業務l■一部停止業務となる。

となつている。                                        ⑦ LPガス業界

○理由 :LPガ スの物流など安定供給による社会機能維持及び保安確保業

(3)業務を絞れば業務継続可能としている業種                                  務を継続する。

①情報システム                                          ③情報通信会社

0理由 :「 医療従事者および社会機能維持者の事業を維持するために必要                 ○理由 :通信サービスの糸L持に必要な業務 (設備監視、運用等)や法的視点

な情報システムの保守に関わる事業」および「企業存続の観点か                     から義務とされる業務 (給与支払等)は継続 し、不要不急の業務は

ら可能な限り停止させない事業」に絞る。                               ~時 中断する。

②飲料メーカー

0理由 :商法に基づく株主総会・決算・監査やシステム管理など重要業務        .

は継続 し、不要不急の業務 (社内研修 技術開発研究)な どについ

ては業務停止。

③保険業界

0理由 :保険金などの支払業務 (解約や貸付を含む)お よびそれに必要な付

随業務を中心に業務継続を行 う。営業活動や窓口業務を停止 し、

電話・郵便・インターネット等の対面に依らない手続きに切 り替

える。

④大手電機メーカー

0理由 :人命の安全確保に関する業務を最優先として、電力の安定供給等

社会インフラ維持に関する業務など影響が大きい業務を継続する。

⑤水産・食品事業会社

O理由 :主要商品の供給に関する業務及びそれに関連する業務・顧客対応

業務・支払業務などを継統させ、商品開発業務・マーケティング

業務などを休止させる。

⑥ガス業界



2 ワクチン接種をBCPの前提としているのか

(1)前提としている業種

①小売 (ス ーパー)

0理由 :多数の死者・重篤者が発生する可能性のある状況下で出動させる

という前提でのBCP作成は不可能に近い。更にH5Nlの 脅威

を知 りながら従業員を出勤させることは、経営者の善管注意義務

連反による訴訟 リスクが高いことからフクチン接種前提としてい

る。また、2009年 の弱毒性インフルエンザの時であつてもパー ト

タイマーが集団で休むという事例が発生している。

②物lFt業界B

O理由 :物流業界は指定 (地方)公共機関・登録事業者 として、強毒性のま

ん延期であつても社会機能維持の観点から緊急救援物資の輸送等

重要業務の継続が求められる。そのため、従業員のみならず、集

配先の感染予防 拡大防止が必要不可欠であり、うがいや手洗い

をはじめ、_ワ クチン接種を含めたあらゆる手段を講じる必要があ

る。

③石油業界

〇理由 :生命に危険が及ぶ恐れのある中で、従業員に対し業務の遂行を指

示することはできず、そのリスクを回避・軽減するワクチンの接

種は、事業継続の大前提である。

④製薬会社

○理由 :継続する業務と休止する業務を定めており、継続する業務に従事

する社員に対 して出勤を要請する以上、企業として、でき得る限

りの感染防止措置をとることは労働安全衛生上の義務に等しいと

考える。

⑤銀行業界

O理由 :高 リスクの状況に1西 される中で業務に従事させるためには必要か

つ十分な対策を講 じる必要があり、ワクチン接種は従業員の生

命・健康等を守るために最も効果的な方策であることから、この

方策を取ることなしに、従業員に業務の継続を求めることは企業

の安全配慮義務との関係で重大な疑間が残ると考える。

③情報通信会社

O理由 :従業員に対し、命の危険を賭して業務をさせることになるため、

罹患リスクの低減は必須。

⑦飲料メーカー

○理由 :継続すべき重要業務は、商法等に則 り、法人格として取 り進める

業務および経営維持・企業存続に必要な業務に絞 り込んで設定し

てお り、これ らの従拳者についてはワクチン接種のうえ、従事さ

せる必要がある。

③情報システム

〇理由 :死者 重篤者が発生する可能性がある状況下で業務させることは

できない。

◎大手電機メーカー

O理由 :自 社の経営維持は自社の責任で実施すべきと考えるが、バンデミ

ックの際の社会機能の維持は個別の会社の責任を超えている.た

とえ、社会機能維持のためであつても、罹患の可能性が通常より

高い業務について、フクチン接種なしに会社がその遂行を従業員

に命 じることはできない。

⑩ LPガス業界

O理由 :ラ イフライン(LPガス供給うに関わる業務であり、罹患の可能性

があるなか、業務させることはできないため。

①鉄道業界              ′

0理由 :鉄道業界は大量かつ公共の輸送機関であるため運転休上による影

響は大きい。また、鉄道事業は安全の確保を第一としており、理

転指令・運転士・車掌・保守点検要員などの従業員が欠勤するこ

と自体が安全確保へのリスク要因となつてしまう。加えてヽ塁塗



員が乗務中に発症 した場合、安全が確保できない恐れもあるため。

また、鉄道運行においては、人同士の接触が多く、お客さまから

乗務員や駅社員等への感染の可能性が高くなることも考えられる

ため。

⑫ガメ業界

O理由 :国 民の日常生活に欠かせないエネルギーである都市ガスの安全か

つ安定した供給を維持するため。

(2)現段階ではワクチン接種をBCPの前提としていない業種

①吻流業界C

O理由 :ワ クチン接種に係る政府方針が未決であるため、業界ガイ ドライ

ン上では、「ワクチンの予防接種については今後の行政の指導を受

けて対応することにする」としている。

②電力業界

〇理由 :ワ クチンの安全性に不安があるため接種前提とはしていないが、

安定的な電力供給に係わる専門的業務 (発電設備 関連設備の運

転、系統運用、配電線網の運用、設備工事、停電事故復旧、設備

保守など)については安全性が確認されれば接種する必要がある。

③水産・食品事業会社

○理由 :ワ クチンの接種で確実に感染を防止できるとは限らない。また、

接種におけるリスクも否定できないため前提条件とはしない。

①小売業界

O理由 :2009年 のHlNlが 蔓延・終息する過程でBCPガイ ドライン

を改訂 した経緯があり、フクチン接種を前提とした議論を行つて

いない。ただし、生活必需品を提供 し不特定多数の消費者と直接

接する業界特性から、基本的には従業員の安全を確保 し事業を継

続するために当然接種は必要と考える。なお、会員企業が定めて

いるBCP等 の中に、ワクチン接種を前提としていない例もある

が、主に「現状の国の考え方では接種の優先1日立が低いことJや

「実際にワクチンを接種する際の実行可能性 (準備量や接種に要

する理亘・手順等)な ど不透明な要素が多く、前提とすることが

そもそも不確定であること」等消極的な理由のため。

⑤LPガス業界

O理由 :現段階ではBCPの前提としていないが、主に家庭へのLPガス

配きは人手によるものであり、新型インフルエンザヘの罹患の可

能性がより高くなる。蔓延時には、在宅者が増カロしその分 LPガ



スの消費量が増加 し、配送回数が増え罹患の可能性が更に高まる。

ついてはライフライン維持のためにワクチンの優先接種を切望す

る。

⑥保険会社

○理由 :ワ クチン接種の優先接種の対象や具体的な運営などワクチン接種

に係る政府方針が決まつていないため盛 り込んでいない。

⑦不動産会社

0理由 :ワ クチンの接種が完了するまで時間がかかることや、ワクチンの

効果・安全性に不安があるため。

③空調設備メーカー

○理由 :優先的に接種すべき業務が未決定であることにカロえ、フクチンの

安全性に不安があるため。

以 上
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社会機能に関する分科会 (第 2回)における主なご意見

議題1、 2 特定捜■の饉日の進め方の

…

特定接■と住民糠種の関係

様々なケースを想定すると議論にならないため、パンデミックワクチンについて社会的

機能を維持する関係者へ、妊婦やお子さんより優先する場合の対象者に議論を嫁る、と

いうことでよい力、

●特定機種対象者 (ラ イフラインUH係者の範囲)

・ 最低限の社会機能は何かという議論は難 しいとは思うが、「緊急時」や「特別な」となど

の冠言葉を付けるなど、ある程度整理する必要がある。

・ 職業に貴賤をつけるような議論はよくない。緊急時に動いていないと国民の生命が守れ

ない、経済的に大変なことが起こる、そういう特別な不利益を回避するなど、そういう

限定が要るのではないか。通常の社会機能とは少し違うように思う。

・ 人々の生活を維持するための、電気、水道、ガスなどのライフライン系の企業や、その

企業活動を支える金融を維持することも重要だと思う。

・ 二次的にシステミックリスクを起こさない視点も重要.例えば金融の決済システムが停

止すると、企業の連鎖倒産や経済活動の停滞、日々の年金の授受にも支障が生じる可能

性がある。ただし、対象業務や対象者を絞り込む作業は必要である。

・ 6割の人が働いて、そういうシステムが維持されるのか、限りなく10割に近い人が来て

いないとだめだということも、もう一つ論点になると思う。

・ ライフライン関係では、震災時の経験からは、電気、ガス、水道、流通が重要になるの

ではない力、

・ ライフラインのために重要な交通は維持すべきではないか。交通に対してどういうスタ

ンスで臨むかということも考えておく必要がある。

・ 交通についても6割程度の人員で、間弓|き しつつ運行できるのであれば、どういう交通

については、それでも足りないというような議論が必要だと思う。

従業員が久動することで、維持レベルがどの程度になるか、各業種に確認しないと分か

らないので、きちんと調査をさせていただきたい。

●特定接種対彙者に求められる公益性

・ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 については、公共性や公益性にかかわ

る議論であり、概念整理が必民 業務継続計画 はワクチン接種を前提としないものを作

り、登録事業者となるかは、直接関連しないということだと思う。

・ 災対法や国民保護法における公益性と公共性はどういうものか、要素を抽出する作業が

必要だと思う。指定公共機関と登録事業者の考え方について、相違があるという前提で

制度ができていると思うので:詳細に分析をして御提示いただきたい。

●事業機織との関係

・ 例えば病院、鉄道、本道など、社会機能を維持する会社の経営者は社員に対して、「ワク

チンはないが、頑張ってくオL」 ということは恐らく言えない。最低限どの程度のフクチ

ンの量でどこまで回るのかという前提条件の中で議論をしてはどう力、

各企業は全員に罹患の可能性があるという前提で、プレバンデミックワクチンの接種を

前提としていると思う。ワクチンなしのプランを作っておけば大文夫、という議論は、

荒過ぎるのではない力、

鵬題3 特定機種対●者の考え方

● r医農関係者Jと r国民生活及び国民経済の安定に寄与する従事者」について

, 法律では、登録事業者は一つにまとまつている。医療関係者と社会機能に関連する者と

国家公務員は,ンセットで先行的に接種しなければならないの力、

・ 20119年バンデミックの時は、医療関係者は、専ら「インフルエンザの診療に従事する人」

という定義であり、どう解釈するかが問題になった。皆が納得するためには、インフル

エンザの診療をすると手を挙げた医療機関という視点が要ると思う。

法律的に言うと、「医療の提供」の業務は比較的明確なので、まずは医療関係者の範囲を

明確化することが一つ重要な作業。医療従事者 と言つても医師の他にも様々な職種の方

がいる。むやみに増えないように、基準を明確に厳格に作つておいた方がいい。

・ 社会機能の業務は広げればきりがない。医療従事者を限定したうえで、社会機能で最低

限必要な部分を絞る必要がある。その際「社会機能の維持を確実にする視点」と「発生

状況に応じて判断する視点」を加味するのが一番現実的ではない力、

重要な視.点 として、「住民接種への接種を早期に実施する視点」や「発生状況に応して判

断する視点」が組み合わせとしては必要ではないか。

・ 医療関係者や保健従事者などは、余り疑間がないのではないかと思うが、ライフライン

事業者はどう議論をしても切り分けが難しいのではない力、

・ 命を失っては二度と取り戻せないが、経済にダメージは取り返すことができるという考

えではない力、 子どもや妊婦、重篤化しやすい方より優先するとしたら、前線にいる医

療関係者、その他はライフライン事業者に限るなど、ある程度きちんと決めておくべき。

・ 医療関係者を優先するというコンセンサスは得られやすいと思うが、社会機能維持者を

優先することが、国民に理解されるの力充 惧する。

・ 様々な意見があつたが、特定機種対象者はかなり限定して考えるべきという意見が強い。

医療関係者はコンセンサスが得られるが、インフルエンザの治療に直接関わる人に限定

することが必要である、それ以外についてl■B者 と比較して優先なのかというと、相当

限定していくべきというご議論が強いのではないか。



・ 製造業では相当数の工場を止めることになると思う。10日 間程度で罹患した方が治癒し

て出社すると言つても、東日本大震災でも特殊なものを運ぶ運転手の代わりはすぐには

いなかった。電気、水道などのライフラインもある程度拡大を考えるべき。

社会機能をどう維持する力
'こ

ついては最終的には企業のリスク管理の問題ではない力、

業務継続計画はフクチン接種を前提としないという前提でつくつてもらうのが筋であ

る。住民が手洗いなどをやつていくということと同レベルの記

●絞り込みの観点

・ rl 職務上の感染リスクが特に高い職種」が一番客観的な基準設定ができる視鳥 「2

代替性」等の他の要素は、重要性が一段劣るのではない力、

・ 特定接種の絞り込みの切 り日が提示されているが、きまざまな業種があり、業種ごとに

精査する必要があるので
'ま

ない力、

●今後の進め方

・ 本日の議論を踏まて、事務局の方で、事業者の関係の委員の方とも少し意見交換をした

上で作成した資料を元に議論をすべき。

餞題4 社会機能維持に必要な方籠 (― ガイドライン)

・ 40%の欠勤が生じるような新型インフルエンザは例えば100年に1回だとすれば、1,000

年に 1回になると対策が変わつてくる。そういうことを考える必要がない力、

・ 新型インフルエンザが発生したと思われているのが大体 16世紀位からで、歴史上、最大

がスペイン風邪であるという前提からすると、今は、500年に1回のレベルでの被害を想

定して議論している。

・  (欠勤率が)最大 4鰯の前提で、fBCPが )組めているか、業種・業者により違 うし、ピ

ーク時にどうなるかという前提が細かく理解されていないと思う。いろいろな企業の意

見を開いてどこまで詰めていけるか、この前提で最低面 ができるかなどの議論をして

みたい。

|

・

|



社会機能分科会(第 3回〉

参考資料2

団野委員提出資料

医療機関内における新型インフルエンザワクチン接種1贋位の考え方について

社会機能分科会事務局よりお尋ねのありました医療機関内における感染リスクに

基づく新型インフルエンザワクチン接種1贋位の考え方について、お答えいたします。

これについては、2009年のインフルエンザの時の考え方が参考になります。

まず、感染リスク (感染しやすさ)の 1順位は、以下のようになります。
・ ① インフルエンザを疑う患者を診察する医師、看護師 (小児科、呼吸器内科、総合

内科、救命救急)

② 検査等で直接接触するスタッフ (放射線技師、薬剤師、検査技師、受付、会計)

③ その他の職員

①と②の違いは、インフルエンザは飛沫感染ですので、直接 lm以内で患者と接す

るか否かです。

2000年に政府が提示した優先接種対象者の要件は「インフルエンザ患者の診療に直

接従事する者」であり、ワクチンの配布が初期には十分でなかつたため、大阪大学医

学部附属病院では、①、②の順で接種を行いました。
但 し、医療機関の性格によつてインフルエンザの診療を行う診療科やスタッフは異

なりますので、上記の診療科やスタッフはあくまでも大阪大学医学部付属病院での考

え方です。

一方、感染リスクだけでなく、重摘化の危険因子を加味して接種順位を考える必要

がありました。当時は、若年者、基礎疾患を有する者が重篤化しやすいとの情報があ

りましたことから、人遺的な見地から、①、②の中でもそれぞれ、以下の順番で優先

しました。

④ 年齢要因としての若い医療従事者

⑤ 身体要国としての基礎疾患

ご参考になれば幸いです。


